
規

則 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上

田

清

司 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
、
「
該
当
す
る
も
の
」
の
下
に
「
（
建

築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と

い
う
。
）
」
を
「
第
一
項
の
建
築
物
に
係
る
規
則
」
に
改
め
、
「
定
め
る
時
期
は
」
の
下
に
「
、

別
表
第
一 

欄
の
各
項
に
掲
げ
る
用
途
の
区
分
に
応
じ
」
を
加
え
、
「
別
表
」
を
「
同
表
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

令
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
に
係
る
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

建
設
省
令
第
四
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定

め
る
時
期
は
、
別
表
第
二 

欄
の
各
項
に
掲
げ
る
用
途
の
区
分
に
応
じ
、
第
一
回
の
報
告
を
行

つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
同
表 

欄
に
掲
げ
る
年
ご
と
で
、
毎
回
当
該
同
欄
に
掲
げ
る
年

の
満
了
す
る
日
か
ら
そ
の
日
前
三
月
ま
で
の
間
と
す
る
。 

 

第
三
条
の
見
出
し
中
「
建
築
設
備
等
」
を
「
特
定
建
築
設
備
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
昇

降
機
及
び
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
」
を
「
特
定
建
築
設
備
等
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第

二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
（
住
宅
又
は
共
同
住
宅
の
住
戸
に
設
け
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
」

を
「
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
四
十
号
（
別
表
第
二
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八

年
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
籠
が
住
戸
内
の
み
を
昇

降
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
前
条
第
一

項
の
建
築
物
」
を
「
令
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
及
び
前
条
第
一
項
の
建
築
物
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

前
条
第
一
項
の
建
築
物
に
設
け
る
防
火
設
備
（
随
時
閉
鎖
又
は
作
動
を
で
き
る
も
の
（
防

火
ダ
ン
パ
ー
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
（
令
第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を

除
く
。
） 

 

第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

令
第
十
六
条
第
三
項
各
号
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
特
定
建
築
設
備
等
に
係
る
規
則
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
時
期
は
、
第
一
回
の
報
告
を
行
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

(い) 

(い) 

(ろ) 



算
し
て
一
年
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
検
査
の
項
目
に
あ
つ
て
は
、
三

年
）
ご
と
で
、
当
該
期
間
の
満
了
す
る
日
か
ら
そ
の
日
前
一
月
ま
で
の
間
と
す
る
。 

３ 
令
第
百
三
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
昇
降
機
等
に
係
る
規
則
第
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
時
期
は
、
使
用
期
間
が
連
続
し
て
六
月
以
内
の
も
の
に
あ
つ
て
は
毎

年
使
用
開
始
の
日
か
ら
そ
の
日
前
一
月
ま
で
の
間
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
毎
年
四
月

一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
及
び
十
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
と
す
る
。 

 

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

規
則
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
報
告
書
の
様
式
及

び
検
査
結
果
表
は
、
提
出
の
日
前
二
月
以
内
に
検
査
し
た
事
項
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
同
項
本

文
に
規
定
す
る
報
告
書
及
び
定
期
検
査
報
告
概
要
書
並
び
に
検
査
結
果
表
と
す
る
。 

 

別
表
四
の
項
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
同
表
を
別
表
第
一
と
し
、

同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
） 

                     

 

五 四 三 二 一 

 

百
貨
店
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
展
示
場
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、

カ
フ
ェ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
、
バ
ー
、
ダ
ン
ス
ホ
ー 

博
物
館
、
美
術
館
、
図
書
館
、
ボ
ー
リ
ン
グ
場
、
ス

キ
ー
場
、
ス
ケ
ー
ト
場
、
水
泳
場
又
は
ス
ポ
ー
ツ
の

練
習
場
（
学
校
に
附
属
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

体
育
館
（
学
校
に
附
属
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
就

寝
の
用
に
供
す
る
も
の
と
し
て
平
成
二
十
八
年
告
示

第
一
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
） 

病
院
、
診
療
所
（
患
者
の
収
容
施
設
が
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
、
ホ
テ
ル
、
旅
館
又
は
高
齢
者
、
障
害
者

等
の
就
寝
の
用
に
供
す
る
も
の
と
し
て
平
成
二
十
八

年
告
示
第
一
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲

げ
る
も
の 

劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
、
観
覧
場
（
屋
外
観
覧
場 

を
除
く
。
）
、
公
会
堂
又
は
集
会
場 

用 
 

 
 

 
 

途 

（い） 

 三
年 

二
年 

三
年 

二
年 

二
年 

報
告
の
間
隔 

（ろ） 

 



     
 

 

附 
則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
の
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
建
築
基
準
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
建
築
物
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
係
る
改
正
後
の
第
二
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
一
回
の
報
告
」
と
あ
る
の
は
「
埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
最
初
の
報
告
」
と
、
「
と
す
る
」
と
あ
る

の
は
「
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
当
該
施
行
日
以
後
最
初
の
報
告
を
す
べ
き
時
期
は
、
施

行
日
に
お
い
て
令
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
か
つ
た

と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
施
行
日
以
後
最
初
の
報
告
を
す
べ
き
時
期
に
相
当
す
る
時
期
と
す

る
」
と
す
る
。 

３ 

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
の
第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
昇
降
機

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
令
第
十
六
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す

る
昇
降
機
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
係
る
改
正
後
の
第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
一
回
の
報
告
」
と
あ
る
の
は
「
埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
最
初
の
報
告
」
と
、
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
当
該
施
行
日
以
後
最
初
の
報
告
を
す
べ
き
時
期
は
、
施
行
日

に
お
い
て
令
第
十
六
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
昇
降
機
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
か
つ

た
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
施
行
日
以
後
最
初
の
報
告
を
す
べ
き
時
期
に
相
当
す
る
時
期
と

す
る
」
と
す
る
。 

４ 

小
荷
物
専
用
昇
降
機
（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八

年
国
土
交
通
省
令
第
十
号
）
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
又
は
同
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平

成
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
五
項
若
し
く
は
法
第
七
条
の
二
第
五
項
（
い
ず
れ
も
法
第

八
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

六 

ル
、
遊
技
場
、
公
衆
浴
場
、
待
合
、
料
理
店
、
飲
食

店
又
は
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
（
床
面
積
が
十
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
を
除
く
。
） 

二
年 

 



に
よ
る
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
省
令

附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
時
期
は
、
施
行
日
以
後
最
初
の
報
告
に
係

る
時
期
に
あ
っ
て
は
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
が
満
了
す
る
日
又
は
法
第
七
条
第
五
項
若
し

く
は
法
第
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
二
年
が
満
了
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
当
該
日
前
一
月
ま
で
の
間
、
当
該
最
初
の

報
告
後
の
報
告
に
係
る
時
期
に
あ
っ
て
は
当
該
最
初
の
報
告
を
行
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
ご
と
で
、
当
該
期
間
の
満
了
す
る
日
か
ら
当
該
日
前
一
月
ま
で
の
間
と
す
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
一
回
以
上
報

告
が
な
さ
れ
た
小
荷
物
専
用
昇
降
機
に
関
す
る
同
日
の
翌
日
以
後
の
改
正
後
の
第
三
条
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
一
回
の
報
告
」
と
あ
る
の
は
「
埼
玉
県
建
築
基
準

法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
施
行

の
日
以
後
最
初
の
報
告
」
と
す
る
。 

６ 

防
火
設
備
（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交

通
省
令
第
十
号
）
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
又
は
同
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
九

年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
法
第
七
条
第
五
項
若
し
く
は
法
第
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
同
省
令
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
報
告
の
時
期
は
、
平
成
三
十
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
五
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
と
し
、
当
該
期
間
中
に
お
け
る
報
告
の
回
数
は
一
回
と
す
る
。 

７ 

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
前
の
第
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
工
作
物
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
令
第
百
三
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
昇
降
機
等
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
も
の
に
係
る
改
正
後
の
第
三
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
最
初
の
報
告
を
す
べ
き
時
期
は
、
施
行
日
に
お
い
て

令
第
百
三
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
昇
降
機
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
か
つ
た
と
し
た
場

合
に
お
け
る
当
該
施
行
日
以
後
最
初
の
報
告
を
す
べ
き
時
期
に
相
当
す
る
時
期
と
す
る
」
と
す

る
。 


